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資本金の額の減少公告 

 

 当社は、資本金の額を 40億５千万円減少し３億円とすることにいたしました。 

 ただし、同時に株式の発行により増額いたしますので、効力発生日後の資本金の額は同

日前を下回ることはありません。 

 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ

い。 

 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 

https://www.serio-holdings.co.jp/ir/notice.html 


